
山並み連携ゼロカーボンシティ協議会からのお知らせ

五大尊花木公園つつじ祭りを開催します

協議会で環境読本を作りました！
　近年、突然の大雨や季節外れの暑さ・寒さなど、異常気象が続いている原因は、私たちの家庭生活
から排出される二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスによる地球温暖化と言われています。
　そこで、美しい山並みが連なった毛呂山町・越生町・ときがわ町・東秩父村で組織
する『山並み連携ゼロカーボンシティ協議会』では、ゼロカーボンシティ実現のため
環境読本を作りました。
　ゼロカーボンについて学び、私たちの未来の地球を守るため、一人ひとりできる
ことを心がけてください。
あまちづくり整備課　まち企画担当　う内線157

期　　日　 令和７年４月 19 日（土）～５月６日（火）
開園時間 　午前 9 時～午後 4 時（土日・祝は午前 8 時 30 分～）
※開催期間および開園時間は開花状況や天候等により変更する場

合があります。
場　　所　越生町五大尊つつじ公園（大字黒岩 328 番地２）
開花状況　あ越生町観光協会　う 292-1451

あ有限会社　戸口工業　う 0493-65-1455

　キエーロの販売その他、町では地球温暖化対策として、太陽光パネル、蓄電池を設置する方
や、電気自動車を購入した方への補助金もご用意しております。詳しくは町ホームページ（QR
コード）をご覧ください。

越生町再生可能エネルギー
設備等普及促進事業補助金

越生町電気自動車
普及促進補助金

集団資源回収
事業報償金

家庭用生ごみ処理機器
購入費補助金

あまちづくり整備課　新エネルギー対策担当　う内線157

町営住宅の入居者を募集しています
※収入により家賃を決定します。
応募資格
　〇町内に住所または勤務場所があること
　〇現在同居または同居しようとする親族があること
　　（例外有り。詳しくはホームページまた

は下記までお問い合わせください。）
　〇現在 ､ 住居に困窮していることが明らかなこと
　〇収入基準は月額 15 万 8 千円以下（障が

い者 ･ 高齢者等の世帯は 21 万 4 千円以下）
　〇町税を滞納していないこと
　〇入居者や同居者が暴力団員ではないこと
申込方法
　まちづくり整備課窓口へ申込書を提出して
ください ｡ 申込書はホームページまたは窓口
に備え付けております。

住宅名 上野第１住宅 上野第 2 住宅 上野第３住宅
所在地 越生町大字上野 1115 番地

募集部屋
301・302・303・
401・402・403
号室

401・402号室 302・303・403
号室

間取り

和室 2 室（6 畳・
6 畳）、板の間（約
3 畳）、台所（約
４畳）、トイレ、
洗面所、浴室

和室 2 室（6 畳・
6 畳）、板の間（約
3 畳）、台所（約
４畳）、トイレ、
洗面所、浴室

和室3室（6畳・
6 畳・4.5 畳）、
台所（約４畳）、
トイレ、洗面
所、浴室

建築年度 昭和 49 年度 昭和 50 年度 昭和 52 年度

家　賃 12,900 円～
21,800 円

13,100 円～
26,600 円

16,300 円～
37,500 円

その他
　申込みは先着順となり、入居の申込みがあった住宅は ､ 受付を終了します。
あまちづくり整備課　環境管理担当　う内線153･156
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う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

県HP

生活環境に関する補助制度をご活用ください
合併処理浄化槽設置費補助金
内　容　単独処理浄化槽または汲み取り便槽から、合併処理浄化槽に入れ替える方への補助金
対　象　公共下水道認可区域と農業集落排水処理区域を除く町内全域で、一般家庭住宅に補助指針に

適合の合併処理浄化槽を設置する方
補助金額（上限）

その他　○工事着工前に申請してください。
　　　　○設置後は浄化槽法に基づく法定検査を受検してください。
　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。
　
●合併処理浄化槽維持管理費補助金
　浄化槽を正しく使いましょう
　　私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用しています。その水の多くは汚水となり川に流
れていきます。汚れた水を川に流してしまうと川は汚れ、自然を破壊してしまいます。

　　大切な環境を守るため、汚水を処理して、きれいな水にする役目を担うのが浄化槽です。
　　浄化槽の機能を十分に発揮させるため、保守点検と清掃を行い、法定検査を受けましょう。
　内　　容　合併処理浄化槽を適正に維持管理している方への補助金
　対　　象　公共下水道認可区域と農業集落排水処理区域を除く町内全域で、一般家庭住宅に設置さ

れた合併処理浄化槽（10人槽以下）を適正に維持管理している方
　対象経費　保守点検費用と法定検査手数料を合計した金額（町に申請する日の前日から過去１年間

のもの）
　補助金額　対象経費の２分の１の額で、上限１万円（千円未満切り捨て）
　そ の 他　○毎年申請が可能です。
　　　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。
　※いずれの補助金も予算に限りがありますので、お早めに相談してください。
●家庭用生ごみ処理機器購入費補助金
　内　　容　家庭用生ごみ処理機器を購入する方への補助金
　対　　象　購入した処理機器を常に良好な状態で維持管理できる方
　対象機器　①生ごみ処理機（生ごみを電動・手動でかくはんまたは加熱し、減量または堆肥化させ

る処理機）
　　　　　　②生ごみ処理容器（生ごみを一定期間堆積することにより堆肥化させ、自家処理させる

容器）
　補助金額　①本体購入費の２分の１以内で上限２万円（１世帯１基まで）
　　　　　　②１基につき２千円以内（１世帯２基まで）
　そ の 他　○過去に補助金を受けた年度から６年を経過し、新たに購入した場合、再度申請できます。
　　　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。

●集団資源回収事業報償金
　内　　容　再利用できる資源を回収する団体への報償金
　対　　象　自治会や子ども会など、町内在住の方で組織された営利を目的としない団体（事前登録

が必要）
　金　　額　紙類・金属類：１㎏につき７円
　※いずれの補助金も予算に限りがありますので、お早めに相談してください。

あまちづくり整備課　環境管理担当　う内線 156

種別 人槽区分 設置費 処分費 配管費
転換
（入れ替え）

５人槽 41万２千円
９万円 15万円７人槽 49万４千円

10人槽 62万８千円
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断熱・防音・防犯・ガラス・
サッシ・シャッター・雨戸施行
創業 49 年の実績と信頼
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